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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○議長（野村祐司議員） おはようございます。令和７年第２回定例会２日目であります。会議

に当たり、ご挨拶を申し上げます。 

本日は、角和町長及び教育長からの施政方針演説と、加えて、各会計の予算が示さされます。

まちづくりの方向が数値となって進めされるところでございます。よろしくお願いを申し上げ

まして、会議の挨拶といたします。 

 

開議宣告 

 

○議長（野村祐司議員） 本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は１３人であります。本

日の議事日程は印刷物で配布のとおりであります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（野村祐司議員） 議事録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、失礼しました。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定に

よって、６番、青田知史議員と１３番、高田紀子議員を指名いたします。 

 

日程第２ 議案第２６号 令和７年度美瑛町一般会計予算について 

日程第３ 議案第２７号 令和７年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算について 

日程第４ 議案第２８号 令和７年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算について 

日程第５ 議案第２９号 令和７年度美瑛町水道事業会計予算について 

日程第６ 議案第３０号 令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算について 

日程第７ 議案第３１号 令和７年度美瑛町水力発電事業会計予算について 

日程第８ 議案第３２号 令和７年度美瑛町立病院事業会計予算について 

 

○議長（野村祐司議員） 日程第２、議案第２６号、令和７年度美瑛町一般会計予算について、

日程第３、議案第２７号、令和７年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算についての件、日

程第４、議案第２８号、令和７年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算についての件、日程第５、
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議案第２９号、令和７年度美瑛町水道事業会計予算についての件、日程第６、議案第３０号、

令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算についての件、日程第７、議案第３１号、令和７年

度美瑛町水力発電事業会計予算についての件及び日程第８、議案第３２号、令和７年度美瑛町

立病院事業会計予算についての件を一括議題といたします。 

 

予算編成方針 

 

○議長（野村祐司議員） ここで角和町長から令和７年度町政執行方針についての申出がありま

した。これを許します。 

（「はい」の声） 

角和町長。 

（町長 角和 浩幸君 登壇） 

○町長（角和浩幸君） 皆様おはようございます。それではお許しを頂き、令和７年度町政執行

方針について述べさせていただきますよろしくお願いを申し上げます。 

初めに、令和７年第２回定例会にあたり、町政執行の基本的な方針と主要な施策につきまし

て所信を申し上げます。 

美瑛町長として負託を受けた２期目の町政運営は、間もなく折り返しを迎えます。この２年

を顧みますと、世界は災害や戦争による惨事、生活必需品の顕著な価格高騰ほか、人が生きて

いく上で決して疎かにできない様々な事象に溢れており、自分に課せられた最大の役割である

美瑛町に住む全ての皆さまの安全安心な暮らしを守るため、常に緊張の中にありました。  

予断を許さない状況下での様々な場面において、町議会議員並びに町民の皆さまから賜った

たくさんの御助言、具体的な御協力を糧に、しっかりと町政運営の責を果たせたことに改めて

深く感謝を申し上げます。  

新年度から、全世代に親しみやすく美瑛を象徴するコミュニケーションマークの運用がスタ

ートします。美瑛の地域資源を活用した日本ジオパーク全国大会、星空の街・あおぞらの街全

国大会の２つの大きな行事も控えておりますので、令和７年度も引き続き町民の皆さまからお

力を賜り、一層の熱意をもって迅速かつ的確な町政運営を心がけて取り組んでまいります。  

町政に臨む基本姿勢について。町政の根幹を成すのは美瑛町自治基本条例に掲げられた理念、

町民が誇れる住み良いまちの体現であり、令和７年度においても町民主体の各取組を進めなけ

ればなりません。  

住民福祉の充実を基本として、基幹産業である農業においては生産者の誇りを守り、豊穣な

大地の維持育成に努めます。日本有数の観光地美瑛を支える観光産業分野では、観光収入と町
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民の快適な暮らしを具体的に結びつける美瑛町宿泊税条例及び美瑛町駐車場利用税条例の施行

に向けた準備を進めます。  

長年にわたる少子化傾向と人口の都市部集中による人材不足、諸経費の高騰等、暮らしに関

わる諸問題が山積しておりますが、役場のみならず自治体の広域連携や企業、大学、ＮＰＯ法

人との協働共創、国際交流等をさらに推進しながら、希望に満ちた豊かな将来が描けるまちの

実現に全力を尽くしてまいります。  

以下、令和７年度の町政の各分野にわたる主要な施策の具体的な推進方策について申し上げ

ます。  

１、ひとに優しい支え合いのまち。人にやさしいまちづくりの根幹である福祉については、

美瑛町地域福祉計画に掲げる、認めあい、つなぎあい、支えあうまち美瑛町を基本理念とし、

誰もが安心して、住み慣れた場所でいつまでも暮らしていけるよう地域包括ケアシステムの充

実と地域ネットワークの形成を図るとともに、福祉人材の不足が続いていることから、各事業

者の状況を把握し、人材確保のための支援に努めます。  

子ども・子育て支援は、妊娠期から切れ目のない支援を継続するため、母子保健や保育・教

育機関等と連携し、情報発信と相談体制の充実を図るとともに、建築後２８年を経過したどん

ぐり保育園の施設改修に着手します。また、核家族化や共働き世帯等の増加に伴う養育課題の

多様化・複雑化に対応するため、地域のネットワーク体制を強化することで、子どもの健全な

成長のための支援に努めます。  

高齢者福祉については、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を営むため、地

域包括支援センターを中心に相談支援や介護予防、日常生活支援、認知症高齢者支援、医療介

護連携強化のほか、老人クラブや地域サロン活動、ボランティアポイント事業など地域の支え

合い活動の支援に努めます。  

障がい者福祉については、障がいのある人の自立と社会参加の促進のため、障がい及び障が

いのある方への理解を深めるための普及啓発を図るとともに、手話言語の理解及び普及並びに

障がいの特性に応じた意思疎通の総合的な支援に関する条例の施行に向けた準備を進めます。

また、障がいのある方の生活と就労を支援するための在宅及び通所型サービスを引き続き提供

し、事業所等と連携しながら需要に応じた地域生活拠点の整備を進めます。  

健康づくりの分野では、町の健康課題解決への取組として、地区担当保健師、管理栄養士に

よる家庭訪問や健康講座等地区活動の充実を図ることで、世代を問わず生活習慣病等の発症予

防と重症化予防を推進します。予防接種事業では、適切な情報提供の下で、新たに高齢者に対

する帯状疱疹ワクチンの定期接種事業を開始します。  

老人保健施設事業については、高齢者の自立支援及び在宅療養支援を中心に進め、施設内冷
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房機能整備など介護サービスの充実に努めます。  

町立病院は、院内ネットワークの最終段階となる電子カルテの導入、老朽化した院内設備の

計画的な更新等により、町民の健康を守る地域医療の拠点として、一層の利便性の向上と充実

した医療サービスの提供に努めます。  

また、町民アンケートの結果を踏まえ、持続可能な医療提供体制の維持と効率的な経営の両

立を基本として、抜本的な経営改善を進めます。  

２、笑顔あふれる育ちと学びのまち。今後のまちづくりにおける重要な施策と位置付けてい

る芸術文化の振興については、既存の活動の支援に加え、幅広い世代を対象とした舞台公演や

美術展示などの優れた芸術文化の鑑賞機会の充実を図ることで、町民が主体的に文化活動に参

加できる場づくりを進めます。  

また、全世代を対象とした異世代交流事業を積極的に進め、様々なコミュニケーションを経

ながら地域で活躍する人材を育成、併せて地域の歴史や文化を学ぶ様々な講座、あるいは郷土

学館を主体とし関係団体と連携した地域の歴史や文化、自然に関する各種講座を引き続き実施

し、質の高い学習機会の提供に努めます。  

スポーツの振興については、生涯にわたる心身の健康づくりの端緒として引き続き各種スポ

ーツ講座を開催するとともに、まちづくり提案でいただいたご提案に基づき新たにスケートボ

ードの練習場の整備を行います。また、丘のまちびえいヘルシーマラソンほかスポーツイベン

トを主催し、それぞれの競技を通じて子どもから高齢者までスポーツに親しみ、スポーツに関

わる機会を創出してまいります。  

３、地域資源をいかした産業のまち。基幹産業である農業においては、四半世紀ぶりに食料・

農業・農村基本法が改正され、今後推進計画である食料・農業・農村基本計画が示されること

から、国や北海道の動向に注視するとともに、近年、生産資材や畜産飼料等の価格高騰が継続

している農業経営を圧迫する状況の中で、関係機関と連携した農業振興対策を進めてまいりま

す。  

また、令和７年度より中山間地域等直接支払制度交付金事業が第６期、多面的機能支払交付

金事業が第３期の新たな計画期間を迎えることから、制度を活用した取組を進めます。  

農産物ブランド化では、組織培養しているグリーンアスパラガスのラスノーブル苗の生産者

供給をスタートさせるほか、地域団体商標を申請している美瑛小麦の普及活動を継続し、美瑛

農業全体の振興に取り組みます。  

担い手確保、スマート農業の推進、農福連携、農産物の魅力発信ほか各種振興事業について

は、持続可能な農業経営を支えるため、関係機関等の協力を得ながら円滑に事業を展開してま

いります。  
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農地基盤整備事業では、朗根内南地区、美瑛旭第１地区に加え横牛地区改良事業を推進し、

今後事業を計画している地区においても地域協議を進めます。  

畜産業については、令和７年度より飼料の増産、良質化のための草地基盤整備事業が実施さ

れるとともに、家畜防疫対策、白金町営牧場の有効利用等で関係団体機関と連携し振興に努め

ます。林業については、森林環境譲与税を活用した未整備森林の解消と造林事業地の創出と、

森林の持つ多面的機能の発揮、森林資源の循環利用の推進に向けて、森林資源モニタリング事

業による森林整備を推進します。  

商工業の振興については、商工会や関係機関と連携しながら、中小企業の経営の安定化や持

続可能な経営につながる各種取組を推進します。 観光客の増大を商機と捉えて、中小企業等の

経営力を強化するため新事業への事業拡大や人材確保、労働環境の改善による雇用の安定化に

努め、また、商店街に点在している空き家・空き店舗の活用を図り、新たな起業による活性化

の好循環が生まれるよう有効な施策の検証を行います。  

電子地域通貨（Ｂｅコイン）事業については、個人間送金機能の追加による利便性向上や加

盟店舗による独自キャンペーンの実施、町外者に対するチャージ促進等を引き続き行い、今後

は幅広い世代に活用いただけるよう周知方法の工夫や利用促進キャンペーンを実施するととも

に、ふるさと納税との連携により町外者の利用拡大にも努めることで、町内経済に即効性のあ

る施策を進めてまいります。  

観光振興については、従来にも増して観光需要の高まりが顕著であり、インバウンドを中心

に観光客は更なる増加が見込まれます。マナー違反による町民とのトラブルも発生しているこ

とから、全ての観光客に本町における観光ルールを様々な手段で明確に示し周知に努めてまい

ります。また、白金青い池に向かう町道美望ヶ原ビルケ線の渋滞対策として、白金青い池駐車

場の出入口を増設し出入庫する台数を増やすことで交通渋滞の緩和を図ります。  

千代田公園周辺の交通障害については、大型バスの路上駐車を抑制するため、駐車場の改修

を行いスムーズな利用を確保するとともに、公衆トイレの洋式化及び多目的トイレの設置によ

る公園全体の利便性の向上を図ります。  

また、特定の観光スポットにおける混雑状況の平準化を図るため、８か所の観光スポット等

にＡＩカメラを設置し、観光地混雑状況可視化システムによる各観光スポットの混雑状況をデ

ジタルサイネージ等で発信します。さらに、町内におけるレンタカーや観光バス、観光タクシ

ー等の動向を分析し、本町におけるパークアンドライドや二次交通の在り方を調査することで、

オーバーツーリズム対策の構築につなげます。  

４、自然と共生し生活基盤が充実したまち。住環境の整備については、昨年度に引き続き子

育て世帯用住宅を整備し、既存の公営住宅の質の向上と延命化を進めることで、安全で安心し
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て暮らし続けることができる住環境を形成します。  

環境衛生・廃棄物対策については、循環型社会を形成していくため、本年度もごみのリデュ

ース、リユース、リサイクル運動や資源回収活動の推進等を積極的に行います。また、令和７

年度は第３７回星空の街・あおぞらの街全国大会の開催を予定しております。規模の大きな本

大会の開催を通じ、美瑛の美しい自然と快適な生活環境を国内外に発信してまいります。  

町道については、新規事業化路線の整備促進及び継続路線の事業推進を図るとともに、常に

円滑で良好な道路機能を保持するための管理体制の確立と、災害レジリエンスの向上に向けた

維持管理に努めます。また、美瑛町公園施設長寿命化計画に沿い、施設が老朽化している街区

公園くるみ公園の環境整備を行います。  

水道事業においては、今後の人口減少に伴う給水使用量の減少を前提に、施設統合やダウン

サイジングを考慮した将来的な更新事業の方向性を固め、上下水道事業ともに、経営戦略の見

直しと適正な料金への改定に向け計画を作成してまいります。  

水道本管は、老朽化等を原因とする漏水が多発していることから、効率的な維持管理で長寿

命化を図るとともに、計画的な更新事業及び耐震化による管路、施設の強靭化を実施します。

下水道事業においては、未普及区域での整備を進めるとともに、適切な施設の管理を行い持続

的な下水道機能の確保に努めます。  

関係人口創出については、既に実施している企業や大学との多岐にわたる分野での厚みのあ

る連携に加え新たな企業連携のスタート、テレワーク推進や移住定住施策との連携、ふるさと

納税につながる事業創出、文化芸術分野での新たな関係人口づくりを図るなど、安定して効果

を発揮できるよう積極的に進めます。  

地域交通網の整備については、町民の利便性を最優先としたひまわりバスのデマンド化実験

等次世代交通を引き続き検討するとともに、ＪＲ富良野線の将来的な存続を目的とした運行協

力、路線バス会社との連携など、関係各機関協力をいただきながら地域公共交通の確保と発展

に努めます。  

中心市街地活性化整備事業については、ＪＲ美瑛駅周辺市街地区域での快適で安全な生活基

盤の整備とにぎわいあるまちづくりの実現を目標に、地域福祉の充実や既存施設の有効利用を

コンセプトとして、駅前トイレ整備に向けた協議や駅西口における民間活力の導入を進めてま

いります。  

ゼロカーボンの推進については、美瑛町地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設におい

ては、照明のＬＥＤ化や暖房エネルギーの転換を計画的に進めるとともに、消費行動の変容に

よる省エネの取組や再エネの活用を普及し、町民とともに２０５０年カーボンニュートラルの

実現を目指します。  
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日本で最も美しい村連合については、引き続き町協議会を活動の母体として景観修景活動や

啓発活動等を実施してまいります。また、令和７年度は連合設立２０周年の節目でありますの

で、他地域加盟村との連携行事開催や記念行事への参加等を計画しており、設立加盟村として

責任を持ち連合全体の活性化に寄与します。  

十勝岳ジオパークについては、９月に日本ジオパークの全国大会を美瑛町・上富良野町にて

開催することとしており、たくさんの皆さまにこの活動を知ってもらう機会となるべく実施し

てまいります。また、本年度は４年に一度のジオパーク認定の審査の年でもあり、今期につい

ても支障なく認定となるよう万全の準備で審査に臨んでまいります。  

５、安全で安心してくらせるまち。災害に強いまちづくりについては、災害に備えた日常的

な対策として、一人一人ができる日頃の備えなどについて、学校や町内会等への出前講座を実

施し、引き続き町民の防災意識の啓発を図ります。  

また、災害発生時には、令和６年度に導入した防災無線設備の複数メディア連携機能を活用

し、被害状況や避難指示などの重要な情報を緊急速報メールやＬＩＮＥ等と連携して迅速に提

供してまいります。  

交通安全対策については、交通安全教室等で交通ルールの啓発活動に取り組み、交通事故を

未然に防止するための環境づくりに努めます。また、引き続き安全に配慮した自転車用ヘルメ

ットの着用促進を図ります。  

防犯対策については、全国的に特殊詐欺被害が増加していることから、警察を始め関係団体

等と連携した見守り体制の強化を図り、継続した啓発・広報活動を行うとともに、消費生活相

談のほか、生活に関わる各種相談体制の充実を図ることで、犯罪被害のない安全な地域づくり

を進めます。  

６、希望にみちた活気あるまち。地域社会の課題は多様化しており、特に過疎や高齢化が進

む中で、地域住民 が安心して暮らし続けられる環境づくりが求められていることから、東部地

区（横牛、朗根内、俵真布）において、多世代が関わる機能を有した複合施設を整備し、元気

でいきいきとした持続的な地域づくりを進めます。  

また、地域づくりを主体的に担うコミュニティ組織の基盤強化と地域それぞれの特性をいか

した魅力ある地域づくりを推進するため、行政区等への一括交付金制度の導入に加えて、集落

支援員を設置します。  

移住・定住対策の充実については、既に担当部局によるワンストップの相談体制を構築して

おり、移住相談者が求める多様な情報を的確に把握・発信しながら、移住・定住地として選ば

れるよう取組を進めます。また、丘のまちびえい移住定住促進協議会との連携を強化し、同協

議会による情報共有や交流の場を通じて、移住後も安心して暮らし続けることのできる環境整
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備を行います。  

若年層の定住化については、関係各機関との連携下で町内事業所等への就業を促進し、地域

産業の直接的な担い手の確保につながるよう、奨学金返還支援事業や民間賃貸住宅家賃助成制

度を継続します。  

都市部からの人材の流動化については、ＵＩＪターン新規就業支援事業を積極的に推進する

とともに、地域おこしインターン制度を活用した人材の短期受入れ、さらには企業連携を入口

とした新たな人材獲得に努めます。  

空き家・空き地の利活用については、空き家対策の関係部署と空き家情報バンクに関わる情

報を共有するとともに、空き家情報の更なる掘り起しのため旭川大雪圏域連携中枢都市圏での

共通事項として、他の構成市町と連携した空き家相談会の開催協議を行います。  

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進については、引き続きデジタル技術を活

用した行政手続きや住民サービスの利便性向上に努めてまいります。  

地域活性化に寄与、昨年度過去最高の納税額を更新したふるさと納税は、更なる上積みのた

め、ノウハウを保有する民間の専門事業者を活用して進めてまいります。企業版ふるさと納税

においては、令和７年度以降３年間の制度継続となる見込みであるため、連携企業への一層の

働きかけ、直接的な営業活動を強めて応援企業の獲得に努めます。  

７、行財政が健全で持続可能なまち。昨今の急激な物価高騰の中、既存の事務事業、社会イ

ンフラや公共施設等の維持経費が増額する一方、自主財源が限られている状況下での財政運営

には高いリスクが伴います。  

町政運営に当たっては、事業の必要性と財政規律の健全性を踏まえ、総合的かつ長期的視点

に立ち、今後さらに変化が予想される社会経済情勢に柔軟に対応し、本町の持続的発展を確か

なものにするため、行財政改革を担当する部署を新設して取組を強化してまいります。  

行政改革の推進については、デジタル技術の導入による業務の効率化とともに、個人情報等

の適切な管理とコンプライアンスの遵守による組織全体の安全性を高めるため、美瑛町情報セ

キュリティポリシーの見直しを進め、情報漏洩や不正アクセス等のリスクを低減し、安全で信

頼性の高い情報環境を構築します。  

効果的な行政組織の構築は、より一層多様化する行政ニーズに対応するため、組織機構の見

直しなどを検討するとともに、職員のワークライフバランスを考慮した人員配置の最適化によ

り、多様な人材が活躍できる体制を整えるなど、まちの持続的発展に寄与する職場環境づくり

に努めてまいります。  

町税については、税法に基づき適正な税務事務を行うとともに、豊かな町民生活を築く原資

である税収を確保するため、美瑛町を訪れる観光客等にご負担をいただく新税導入に向けた準
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備を進めます。  

また、引き続き税業務の電子化とともに、税手続きの利便性の向上を図る取組を進めてまい

ります。  

むすびに。以上、令和７年度の町政執行に臨む所信並びに主要な施策の概要について申し上

げました。 

町民の皆さまの夢や願いを実現する行政の充実は、その方向を正確に選択し、かつ躊躇うこ

となく着実に進めて行かなければなりません。  

そのためには自分自身が不断の努力を重ねて成長し、優しい笑顔にあふれた美瑛のまちづく

りの礎となるよう、強い気持ちで町政運営に挑んでまいります。  

改めて町議会議員各位並びに町民の皆さまのなお一層の御理解と御協力をお願い申し上げ、

令和７年度の町政執行方針といたします。ありがとうございました。 

○議長（野村祐司議員） 次に、鈴木教育長から令和７年度教育行政執行方針についての申出が

ありました。これを許します。 

（「はい」の声） 

鈴木教育長。 

（教育長 鈴木 貴久君 登壇） 

○教育長（鈴木貴久君） おはようございます。令和７年度教育行政執行方針を述べさせていた

だきます。 

令和７年第２回定例会に当たり、令和７年度の教育行政の執行に関する方針について申し上

げます。  

人口減少や少子高齢化、さらには技術革新やデジタル化の急速な発展など、社会情勢が目ま

ぐるしく変化している近年、国の教育振興基本計画では、持続可能な社会の創り手の育成、及

び日本社会に根差したウェルビーイングの向上をコンセプトとした教育が必要であることを提

言しています。  

このような時代を迎え、学校教育においては、子どもたちが、社会で生きていく上で様々な

困難を乗り越え、豊かな人生を切り拓いていけるよう、自らの良さや可能性を認識し、自己肯

定感を高めていくとともに、全ての人を尊重し、多様な人々と協働しながら、持続可能な社会

の創り手となるよう教育環境の整備に取り組んでまいります。  

また、社会教育においては、人生１００年時代と言われる現在にあって、より充実した人生

を送るためには、生涯にわたり学びを通じた成長が求められていることから、多様な学びの機

会の創出や個々の資質、能力を向上できる場の充実に努めてまいります。  

本年もまちづくりの基本目標のひとつである、笑顔あふれる育ちと学びのまちを目指して、
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町民の皆さま一人一人が豊かで希望に満ちた暮らしが送れるよう、学校及び社会教育の各事業

を着実に推進してまいります。  

以下、主要な施策について申し上げます。  

学校教育について申し上げます。 １、確かな学力の育成です。将来の予測が困難になってき

たこの時代において、子どもたちが持つ多様な価値観に基づき、様々な状況にも柔軟に対応で

きる人材の育成が求められています。全ての子どもたちに確かな学力を保障するため、教育活

動全体を通じて自ら学ぶ力を育成し、学びの質を向上させることが重要です。  

本町では、基礎的な知識や技能の習得に向け、朝学習や放課後の学習支援など多様な取組を

行い、成果を上げてきました。今後も学校評価や各種調査結果をもとに検証を重ね、改善サイ

クルの強化に努めます。  

授業改善を進めるためには、主体的・対話的で深い学びを促す指導が重要です。教育職員と

しての専門性と能力の向上のため、各校において積極的に研修会に参加していますが、今後も

各種研修へ参加しやすい体制を整えるとともに、現場のニーズに沿った町教育委員会主催の教

職員等研修会を開催します。  

さらに、児童生徒一人一人をきめ細かくサポートし、個別最適な学びを実現するため、教育

支援員を配置し、学習のつまずきや学校生活での支援を行うとともに、全ての子どもたちが楽

しく学ぶことができる環境を整えます。また、グローバル化の進展に対応するためには、英語

力の向上も不可欠であることから、外国語専科教諭やＡＬＴを配置し、実践的な英語教育を推

進します。  

支援教育においては、個々の特性を的確に把握し、個別の教育支援計画及び個別の指導計画

に基づいたきめ細やかな指導を行っておりますが、今後も保護者との面談を重ね、早期からの

就学相談、教育相談を丁寧に行い、子どもが目指す姿を見据えて、保護者と必要な教育支援に

ついて合意形成ができるよう体制の充実を図ります。そのためにも、各関係機関と密に連携し、

より適切な協力体制を確立していきます。  

さらに、地域の自然や歴史、文化をいかしたふるさと学習や将来の自立を見据えた望ましい

職業観の育成につながるキャリア教育を充実させ、地域社会や経済の発展にも関心を持つこと

ができるよう多様な学びを推進します。また、小学生学習ルーム事業を継続して実施し、学ぶ

意欲の向上や学習習慣の定着を図ります。  

２、豊かな心の育成です。子どもたちが健やかに成長するためには、健康な身体の育成とと

もに、豊かな心の育成が重要です。地域との交流や様々な体験活動等を通じて道徳観や倫理観、

自由な思考と豊かな感性を育み、人を思いやる心を持てるような、コミュニケーション能力の

育成に努めます。  
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いじめや不登校、問題行動については、未然防止と早期発見・早期対応が重要です。いじめ

問題については、個々のアンケート調査などを活用し、児童生徒の実態把握に努め、関係機関

と一層連携を強化し、学校が組織的に対応できる体制を整えるとともに、子どもたちを取り巻

く環境が複雑化、多様化する中で、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを有

効に活用するなど、悩みを抱える児童生徒や保護者との相談体制の充実を図ります。  

不登校問題については、自分の居場所を感じることができる学校づくりを進めるとともに、

学校に行くことに抵抗感がある児童生徒や、自身の子育てに困り感を持っている保護者への支

援を目的に、心の寄りどころとなる居場所としてＭｙｓＰａｃｅを開設しています。学習指導

や学校生活でのアドバイス、友達との関わり方について助言するとともに、保護者に対しても、

子どもとの向き合い方などの相談に応じ、不登校傾向にある児童生徒に寄り添える居場所とな

るよう充実していきます。  

３、健やかな体の育成です。児童生徒が生涯にわたって健康的な生活を送るためには、健全

な体の成長を促すことが重要です。  

体力向上に向けては、引き続き北海道教育委員会の体育エキスパート事業を活用し、子ども

たちが自ら目標を持って日常的に体を動かす機会を増やすなど、運動習慣の定着に努めます。  

食育の推進については、食の正しい知識を身に付け、望ましい食生活が行えるよう指導して

いきます。また、地元食材を積極的に活用し、地域の食文化や本町の産業への理解を深める機

会を提供するとともに、食物アレルギーなどにも配慮し、自校給食の特色をいかした安全で安

心な給食の提供に努めます。  

４、教育環境の充実です。子どもたちの日々の学びには、質の高い教育と安全で安心できる

学びの場を確保することが重要です。そのため、学校施設の適切な維持補修を行い、持続可能

な教育環境の整備に努めます。また、子どもたちと向き合える時間を充実するとともに、健康

で意欲的に職務に取り組めるよう、教職員の働き方改革を推進していきます。  

一方で、少子化の影響により、学校規模の縮小化や教職員配置数の減少が見込まれ、子ども

たちの学びの環境を慎重に検証する時期を迎えており、子どもたちの成長を一番に考え、学校

配置の適正化について議論していく必要があります。教育の質を確保しつつ、地域住民や保護

者の意見を伺いながら学校のあるべき姿を模索していきます。  

ＩＣＴ教育につきましては、学習支援ソフトやデジタル教材、ＩＣＴ機器を活用し、児童生

徒にわかりやすい授業を展開していきます。また、ＧＩＧＡスクール情報端末を更新し、令和

８年度から運用が開始できるよう準備を進めます。  

また、子どもたちの資質や能力を最大限に伸ばし、学校生活を楽しく送るためには、地域や

家庭との連携が重要です。学校だよりや広報活動を通じて教育活動の情報を発信し、開かれた
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学校づくりを推進します。さらに、コミュニティ・スクールの活性化を図り、地域と共にある

学校づくりに取り組みます。  

義務教育９年間を通じて継続的な学びを支えるため、幼稚園や保育園との連携を強化し、入

学・進学時に児童生徒の状況を十分に配慮した引継ぎを行うことで、安心して学校で生活でき

る体制を整えます。また、美馬牛小学校と美馬牛中学校では小中一貫教育を実践していますが、

令和７年度については、小中合同の運動会を開催するなど、児童生徒が互いに協力し合う機会

を設け、保護者はもちろん、地域の方々にも共に子どもたちの成長を見守ってもらえる機会と

なるよう努めていきます。  

部活動の地域展開を進めるためには、生徒が主体的に活動できる環境と、専門的な指導者の

安定的な確保が必要です。本町の実情に見合った持続可能な部活動の在り方について、今後も

検討していきます。  

また、保護者の経済的な負担を軽減し、全ての子どもたちが平等に学校で学べるよう、学校

給食費の無償化や要保護及び準要保護児童生徒への援助を継続します。  

スクールバスの運行については、安全運行を徹底するとともに、運転手の勤務環境改善のた

め、老朽化しているバスセンター内のトイレ改修工事を実施します。  

読書活動の推進については、図書司書等の巡回や学校図書室の充実を図り、子どもたちが多

様な本と出会える場を創出します。また、図書館システムの更新を行い、町立図書館と連携し

ながら、読書への興味・関心を高めることで、豊かな学びの機会を確保します。  

５、社会教育の充実です。社会教育の充実は、持続可能で活力ある地域づくりの基盤となる

重要な要素です。そのため、一人一人の年代やニーズに応じた学習機会を提供し、町民が地域

の担い手として活躍できるよう支援します。  

公民館では、児童生徒を対象とした自然とふれあいの里や、高齢者向けのすずらん大学など、

幅広い世代が主体的に学べる機会を提供し、学びの場を充実します。また、婦人団体連絡協議

会や青少年健全育成協議会等の社会教育団体、公民館活動と連携し、地域一体となった社会教

育の推進に努めます。  

社会教育施設については、誰もが目的に応じて活用できるよう、施設の整備と利便性の向上

を図ります。特に、図書館は町民が気軽に本に触れ、読書を楽しむことができる場であり、生

涯学習の支援や生活課題の解決に貢献する役割を担っています。そのため、幅広い図書資料の

収集・整理・保存を進めるとともに、図書館システム機器の更新を行い、利用者のニーズに応

じたサービスを提供します。 

６、人材育成の推進です。人材育成は、地域の持続可能な発展と活力を支える重要な要素で

す。ふるさと美瑛に対する愛着を深め、地域の発展に貢献する人材の育成のため、各種団体へ
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の支援や少年少女道外研修などの機会を提供していきます。  

引き続き、地域の多様なニーズに対応するため、様々な学習プログラムを提供し、スポーツ

や文化活動、社会教育活動の講師や次世代を担うリーダーの育成に取り組み、地域社会の活性

化につなげていきます。  

以上、教育行政の各分野における主要な方針を申し上げました。町議会議員各位並びに町民

の皆さまのなお一層の御理解と御協力をお願い申し上げ、令和７年度の教育行政執行方針とい

たします。 

○議長（野村祐司議員） これから各議案の提案理由の説明を求めます。はじめに、議案第２６

号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

新村総務課長。 

（総務課長 新村 猛君 登壇） 

○総務課長（新村 猛君） おはようございます。議案第２６号の提案理由につきましてご説明

申し上げます。令和７年度美瑛町各会計予算書の１頁になります。 

平和７年度美瑛町一般会計予算は総額では１１９億５，８００万円となり、前年度当初予算

と比較して５．３％、５億９８００万円の増となりました。 

初めに議案条文を朗読し、その後、内容をご説明いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、予算内容の説明に当たりましては、本予算書と別冊の各会計予算説明書によりご

説明申し上げます。初めに、別冊の令和７年度各会計予算説明書によりご説明いたします。予

算説明書の１４頁になります。３、一般会計予算の説明になります。一般会計の予算の説明に

つきましては、抜粋して朗読し、ご説明といたします。冒頭の１０行を省略し、１１行目、本

町におけるからになります。本町における令和７年度予算編成においては、町税は総額で前年

度比３，５３２万５，０００円（３．２％増）の１１億３，１５６万２，０００円と計上しま

した。 

普通交付税の推計に当たっては、令和７年度地方財政計画を考慮するとともに、本庁の特殊

要因を勘案し推計したところ、交付推計額は前年度と同額の４７億円となりましたが、５，０００

万円を財源留保とし、４６億５，０００万円を計上しました。また、臨時財政対策債について

は、平成１３年度の制度創設以来初めて発行されない旨、地方債計画で示されたことから、前

年度予算額、対比で１，１０４万２，０００円の皆減となりました。 

特別交付税については、前年度実績見込みを考慮するとともに、ルールに基づき算入される

中山間事業や地域おこし協力隊の算入分などを鑑み、前年度比１，０００万円、２．４％増の
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４億３，０００万円を計上しました。 

令和７年度の予算編成に当たっては、将来にわたって、効果的かつ効率的な行政サービスを

提供し続けられるよう、社会情勢の変化への対応、依然として続く物価高騰への対策など、財

政需要の増大が見込まれる中で、限られた財源の有効活用や既存事業の精査の中で、公債費負

担や経常経費の見直しを継続し、予算編成を行いました。この結果、令和７年度一般会計予算

の総額は前年度比５億９，８００万円、５．３％増の１１９億５，８００万円となりました。 

以下、２０頁までの予算の説明及び２１頁から３７頁までの資料につきましては、ご説明を

省略させていただきます。 

次に、各会計予算書によりご説明いたします。各会計予算書の２頁及び３頁になります。第

１表歳入歳出予算です。１、歳入合計額のみ申し上げます。３頁の下段になります。第１款町

税から第２１款町債までの歳入合計が１１９億５，８００万円です。 

４頁及び５頁になります。２、歳出合計額のみ申し上げます。５頁の下段になります。第１

款議会費から第１４款予備費までの歳出合計が１１９億５，８００万円です。 

次に、６頁になります。第２表債務負担行為です。事項期間、限度額の順に読み上げます。

令和７年度全道ＪＡ統一要綱資金に対し美瑛町農業協同組合が融資する資金に対する利子補給、

令和８年度から令和３１年度まで、借入金額１億円の償還利子に対する０．１％の利子補給の

相当額。１３５万２，０００円。令和７年度美瑛町担い手総合推進事業により新規就農者が美

瑛町農業協同組合より借入する貸付金貸付金の損失補償、令和８年度から令和２０年度まで、

損失補償、２，５００万円。 

次に、７頁になります。第３表地方債です。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還

の方法の順に読み上げます。なお、起債の目的は個別の起債事業名は省略させていただきます。

緊急防災減災事業、限度額８，１８０万円。起債の方法、証書借入れまたは証券発行、利率、

３％以内。償還の方法、政府資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、そ

の債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、

または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。以下、起債の方法、利率、償還の方

法は同じですので、起債の目的、限度額のみ申し上げます。緊急自然災害防止対策事業、限度

額２，０００万円。脱炭素化推進事業限度額９，１３０万円。辺地対策事業、限度額４億 

５，２４０万円。過疎対策事業、限度額４億５，１７０万円、合計限度額１０億９，７２０万

円。 

次の８頁から１７８頁までの歳入歳出予算事項別明細書についてのご説明は省略させていた

だきます。 

次に、１７９頁から１８３頁までになります。給与費明細書です。給与費明細書につきまし
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ては、町特別職、議会議員その他の特別職及び一般職並びに会計年度任用職員の人数、給与費

などについて、前年度と比較してそれぞれ記載をしております。ご説明は省略をさせていただ

きます。 

次に、１８４頁及び１８５頁になります。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度

末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書につきましては、合計額のみ申し上げ

ます。１８５頁の下段になります。合計、令和５年度末現在高１０６億８，５８８万４，０００

円。令和６年度末見込額９８億９，５４７万３，０００円。当該年度中起債見込額１０億 

９，７２０万円。当該年度中償還見込額、元金と利子を合わせた計形、１５億８９４万円。当

該年度末現在高見込額９５億１，５７５万円。交付税算入額、当該年度１０億７，６３４万 

４，０００円のうち７０億５，４８３万４，０００円。なお備考欄に令和４年度から令和６年

度までの実質公債費比率を記載をしております。 

次に、１８６頁から１９１頁までになります。債務負担行為で翌年度以降にわたるものにつ

いての前年度末までの支出額、または、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関

する調書につきましては、実質的に町の負担が伴うものと実質的に町の負担が発生しないもの

に区分して記載をしております。それぞれ合計額のみ申し上げます。 

１８８頁及び１８９頁の下段になります。初めに実質的に町の負担が伴うものの合計になり

ます。限度額１億５，７５７万２，０００円、前年度までの支出額５，５８８万円。当該年度

以降の支出予定額７，９５７万２，０００円。左の財源内訳、特定財源、国・道支出金６２万

３，０００円、その他、５，６３３万７，０００円。です。一般財源２，２６１万２，０００

円。 

次に、１９０頁及び１９１頁の下段になります。実質的負担が発生していないものの合計に

なります。限度額１億５００万円、前年度までの支出額３，９５０万円。当該年度以降の支出

予定額６，５５０万円。左の財源内訳、一般財源６，５５０万円。以上で議案第２６号の提案

理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村祐司議員） 次に、議案第２７号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

鎌田保健福祉課長。 

（保健福祉課長 鎌田 静香君 登壇） 

○保健福祉課長（鎌田静香君） 議案第２７号の提案理由をご説明申し上げます。各会計予算書

の１９２頁になります。 

令和７年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算について、初めに議案条文を朗読させてい

ただき、その後、各会計予算説明書によりご説明いたします。 
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（議案の朗読を省略する） 

次に、別冊の各会計予算説明書になります。３８頁になります。老人保健施設事業特別会計

予算説明。はじめの２行までを省略し３行目からになります。要介護高齢者にとって最も望ま

しい生活の場は、住み慣れた自宅であり、在宅での生活復帰を目指すため、利用者一人一人の

状態や目標に合わせ、適切なケアとサービスを提供し、家庭や地域社会の結びつきを維持しな

がら、生きがいを持った療養生活を送れるよう支援をしてまいります。本年度の歳入歳出総額

は前年度比１，４１６万７，０００円減の９，６７４万７，０００円を計上しました。 

以下、令和７年度の予算概要は説明を省略させていただきます。以上で議案第２７号の提案

理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村祐司議員） 次に議案第２８号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

石崎水道整備室長。 

（水道整備室長 石崎 智大君 登壇） 

○水道整備室長（石崎智大君） 議案第２８号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議

案は、美瑛町各会計予算書の２０３頁になります。 

令和７年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算について初めに議案条文を朗読させていただき

ます。 

（議案の朗読を省略する） 

続きまして、別冊の各会計予算説明書の３９頁になります。朗読をもって説明とさせていた

だきます。白金泉源事業特別会計予算説明。白金泉源事業は、白金における観光資源の大きな

魅力である天然温泉かけ流し１００％の湯の安定供給が求められております。このことから、

配湯の安定化と効率的な管理運営のため、遠方監視と点検作業により、施設の異常を早期に発

見し必要な設備の修繕等を行うとともに、故障時に迅速な緊急対応できるよう、予備ポンプの

購入を行います。 

また、施設の老朽化に伴う今後の更新事業を見据えた料金改定に向け、計画的な取組を実施

します。本年度の歳入歳出総額は前年度比７１万円増の２，０４３万円を計上しました。 

１０行目以下につきましては朗読を省略いたします。以上で議案第２８号の提案理由の説明

といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村祐司議員） 次に議案第２９号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

石崎水道整備室長。 

○水道整備室長（石崎智大君） 議案第２９号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議
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案は各美瑛町各会計予算書の２２０頁になります。 

令和７年度美瑛町水道事業会計予算について、初めに議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

続きまして別冊の各会計予算説明書の４０頁になります。朗読をもって説明とさせていただ

きます。水道事業会計予算説明、７行目までを省略し、８行目からになります。３条予算のう

ち、収益については近年の水道使用水量の推移により水道使用料を予定しております。 

費用については、管路、給排水施設等の施設維持管理費、水道事業基本計画ビジョン、経営

戦略策定業務及び検針徴収業務に関わる委託料、人件費、減価償却費等を予定しております。

４条予算は、老朽化に伴う配水管布設替、配水施設等の更新、設備更新、量水器の取り替え及

び消火栓の更新工事等を予定しております。 

１４行目以下につきましては朗読を省略させていただきます。以上で議案第２９号の提案理

由との説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村祐司議員） 室長そのままお願いします。 

次に、議案第３０号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

石崎水道整備室長。 

○水道整備室長（石崎智大君） 議案第３０号の提案理由につきましてご説明申し上げます議案

は、美瑛町各会計予算書の２５１頁になります。 

令和７年度美瑛町公共下水道事業会計予算について、初めに議案条文を朗読させていただき

ます。 

（議案の朗読を省略する） 

続きまして、別冊の各会計予算説明書の４３頁になります。朗読をもって説明とさせていた

だきます。公共下水道事業会計予算説明。８行目までを省略し、９行目からになります。３条

予算のうち収益については、近年の処理水量の推移により下水道使用料を予定しております。 

費用については、環境、処理場及びコンポストヤード等の施設維持管理費、内水槽浸水想定

区域図の作成、下水道事業全体計画作成及び経営戦略の見直しに係る委託料減価償却費等を予

定しております。４条予算は、十勝岳温泉美瑛線の無電柱化に伴う下水道管路移設実施設計、

公共桝の新設及び未普及区域の下水道整備を予定しております。 

１５行目以下につきましては朗読を省略いたします。以上で議案第３０号の提案理由の説明

といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村祐司議員） 次に、議案第３１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 
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石崎水道整備室長。 

○水道整備室長（石崎智大君） 議案第３１号の提案理由についてご説明申し上げます。議案は、

美瑛町各会計予算書の２８４頁になります。 

令和７年度美瑛町水力発電事業会計予算について、初めに議案条文を朗読させていただきま

す。 

（議案の朗読を省略する） 

続きまして、別冊の各会計予算説明書の４６頁になります。朗読をもって説明とさせていた

だきます。水力発電事業会計予算説明、５行目までを省略し、６行目からになります。３条予

算のうち、収益については売電による売上げ収入を予定しております。 

費用については、水力発電設備に係る維持管理費、人件費、減価償却費等を予定しておりま

す。４条予算は、施設管理車両の購入を予定しております。 

１０行目以下につきましては朗読を省略いたします。以上で議案第３１号の提案理由のいた

します。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村祐司議員） 次に議案第３２号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

才川町立病院事務局長。 

（町立病院事務局長 才川 育世君 登壇） 

○町立病院事務局長（才川育世君） 議案第３２号の提案理由につきましてご説明申し上げます。

各会計予算書は３０８頁になります。 

初めに議案を朗読し、その後、内容をご説明いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、別冊の各会計予算説明書の４８頁、病院事業会計予算説明について、朗読をもって説

明とさせていただきます。病院事業会計予算説明。７行目までを省略させていただき、８行目、

引き続きより朗読いたします。引き続き、旭川医科大学や各医療機関との連携を図りながら、

充実した医療提供体制と効率的な経営の確立に取り組み、合わせて人口構造の変化と町民の需

要動向を見据えて、中長期的な病院経営の安定化につながるよう、今後の病院の在り方につい

て継続して検討してまいります。 

１２行目以下につきましては説明を省略させていただきます。以上で議案第３２号の提案理

由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村祐司議員） これで７案件についての提案理由の説明を終わります。 

１１時１０分まで休憩をいたします。 

休憩宣言（午後１０時５９分） 
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再開宣言（午前１１時１０分） 

○議長（野村祐司議員） 休憩前に続き、会議を再開いたします。 

これから質疑を行います。初めに、７案件に関連する事項について総括質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田議員。 

（６番 青田 知史議員 登壇） 

○６番（青田知史議員） おはようございます。７件、７会計についての総括質疑を行います。

今回編成された当初予算案は、一般会計について言えば、平成元年以降、平成６年度当初予算

１１９億８，０００万円に次いで、美瑛町史上２番目の規模の予算であります。平成６年度は、

役場庁舎の建設など大型建設事業費が反映されたものであり、事実上、美瑛町史上最大の予算

となっていると認識しております。さて今回の予算を見ると、特別会計を合わせると総額１４６

億円を超える大型予算でありますが、町長が就任から取り組んできた財政健全化、しかしそれ

を上回る勢いで物価や燃料資材費等の高騰の影響を受け、嵐の中で、頂上の見えない厳しいい

ただきを目指すがごとく、各会計とも査定において大変なご苦労があったのではないかと推察

しております。町長、副町長、教育長、全ての職員の皆様のご尽力に心から敬意を表します。 

さて町長に伺います。編成に着手する時期を一月早め、一定のシーリングを各課に設けなが

らも、ほぼ従来型の査定方式での予算編成が行われたと認識しております。当初スタート時点、

各課から出された予算要求と引当となる財源程度に財源にどの程度、金額の乖離があり、どの

ように予算の調製、調製の製は製造業の製ですが、調製を行ったのか。 

２つ目としまして、限られた財源の中、さらに自治体を取り巻く経営環境は、年々厳しくな

ってきております。財政の厳しさを増していく中、目指す未来像を実現するため、経営資源を

どのように活用していくか。そしてその事業に対する優先順位をどのようにつけていくのか。

どのようにつけて今回の予算を編成されたのか。優先順位についてどういうお考えがあったの

か伺いたいと思います。 

３つ目、今回の政策ＥＢＰＭ効果検証などを理由として、予算化が見送られた事業について、

主だったものにはどのようなものがあり、それらは、町民に痛みが伴うものだったのか。以上

３点について、総括質疑として、伺いたいと思いますよろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（野村祐司議員 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） ７会計におきます総括質疑、青田町議からの総括質疑にお答えをさせて

いただきます。まず、予算編成に当たりまして、温かい、また労いのお言葉を賜りましたこと

を心より御礼を申し上げます。ご指摘のとおりでございまして、私も就任以来、予算編成、も
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ちろんこれは役場行政の最も重要な部分でございますけれども、財政の健全化を図りつつ、効

率的、しかし、町民サービスの充実を図っていく予算編成に努めてきているところでございま

す。その中で、ご指摘頂きましたとおり、これまでも公共施設と総合管理計画等々で長期の計

画を立てる中で、安定的な財源の配分というものを心がけてまいりましたが、ここ数年間にお

けます物価高騰、各関係資材、また人件費の高騰というものが、想像以上に進んでおりまして、

予算編成大変苦労してる中で、今回も最終編成をさせていただいたところでございます。 

ご質問にお答えをさせていただきます。まず、今、７年度予算につきましては、ご指摘頂き

ましたとおり、約１か月前倒しの編成をさせていただきました。その中で、予算編成を前倒し

をするということとご報告いたしておりますけれども、行財政改革の推進本部役場庁舎内でご

ざいますけれども、庁舎内の行財政経営改革の推進本部等を同時並行で行っているところがご

ざいまして、行財政推進本部の中で、今７年度予算については経常経費、おおむね１０％の削

減を目指して、各課編成に当たってくれという指示を出した上で９月に予算編成会議を開き、

各課の要望をまとめてる作業に入りました。そして、各課からの要望がまとまった段階で、私

どもが見込める財源との間の乖離が、ちょっと正確なを覚えていないところで資料もないとこ

ろですけれども、約２０億円の乖離がございました。その約２０億円弱ですけども、約２０億

円弱をいかに埋めていくかというところで予算編成また査定作業を進めたところでございます。

そういう予算の中での優先順位のつけ方でございますけれども、８月前後に建設事業に係るヒ

アリングというものを庁舎内で行っております。大型の事業、工事関係についてまず、夏の時

点で見通しを立てようというところで各課からの聞き取りヒアリングを行いました。その中で、

次年度の予算に向けてこれとこれはやってほしいというところの指示は出しております。それ

が私が各課に示す、第１回目の報告方向性ということになります。それも受けて、またそれの

みならず、各課の中で事務事業、当然見直しといいますか、効果費用対効果についても検証し

ておりますので、その中で、さらに手厚くしていけばいいという事業について優先的に予算の

要求を各課から上げてきているというところでございます。 

ＥＢＰＭ、３点目のご質問、予算ＥＢＰＭに基づきながらの予算を見送ったものでございま

すけれども、いろいろ総体的に申しますと財源がないというところで、あったらいいでやれた

らいいねというもので、見送ったというものもが当然ございます。ですけどもそれは１点１点、

どれがこれかというよりは、総体として考える中でございますので、維持補修、修繕関係、様々

なところがございます。そういうことを除いた中で、今大変多ございますので、今覚えてる範

囲でいいますと例えば、庁舎内のデジタル化ＤＸ化を進めるに当たりまして、外部の人材を活

用していこうとか、あるいは、新しいシステムを導入することで、役場内のＤＸを進めようと

いうような前向きな事業提案ございましたけれども、それよりもまず、その前段階として庁舎
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内でできることを自らやろうよというような形で見送りといいますか、止めたわけではなく、

時期を考えながら、そういうような制度、また人材を使っていこうというようなことをの結果

になったものもございます。また健康づくり関係で、民間事業者の方のシステムを使いながら、

健康づくり町民の健康づくりをしていこうというような事業もございましたけれども、それの

導入に向けてまだ、より一層、まず下準備を進めてから導入したほうが効果的ではないかとい

うことで、１年見送ったほうがいいというような内容の検討を進めて、今回の編成に至った事

業もございます。また、前年度、去年は会計予算をお認めを頂きました後で、詳しい予算書を

町民の皆様に配付いたしました。併せて見送った事業につきましても、広報等で周知をさせて

いただきました。いま１度、全ての予算編成の過程を見直す中で、このような見送った事業も

あるということにつきましては、改めて詳しく町民の皆様にお知らせをさせていただきたいと

思います。以上でございます。 

○議長（野村祐司議員） 再質問ありませんか。 

（「はい」の声） 

了解です。ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで７案件に関連し、関連する事項の総括質疑を終わります。 

次に、議案第２６号についての総括質疑を許します。質疑ありません。 

（「はい」の声） 

６番、青田議員。 

（６番 青田 知史議員 登壇） 

○６番（青田知史議員） ６番、青田でございます。一般会計についての総括質疑を行います。

入るを量りて出ずるを為す。度々、この議会議場で話しておりますが、中国の来期の言葉でご

ざいます。まずもって、本予算、拝見しますと、まちづくり寄附金３億円ということでですね、

今年度に、令和７年につきましては、これまで科目設定で１，０００円だったところが、３億

円の目標といいますか、予算を計上しているということでですね、入の部分で、その思いが伝

わってきております。また企業版ふるさと納税人材派遣型の活用ということが功を奏して、そ

れで今回、令和６年度においては、４億円を超えるふるさと納税のほう見込んでいると。そう

いう話も昨日伺っております。町の稼ぐ力の中で、これらふるさと納税、企業版ふるさと納税

等は、まだまだ美瑛町ポテンシャルが高いと。またこれらの寄附や地方創生２．０に回るよう

に、国の交付金や投資をいかに呼び込むか。内外から地方へ、美瑛町への投融資の促進につい

て、今年、令和７年度の予算編成においてどのように取組が反映されているのか、まずその点

について伺いたいと思います。いずれ部分になりますが、美瑛町財務書類等、また、先ほど町
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長のほうからありました、美瑛町行財政改革の推進会議の資料、目を通しましたが、こちらで

は、経常収支比率が、高止まりしていると、そういうようなことが指摘されております。 

また、資産老朽化比率という数値がございまして、これは５０％を超えると資産全体の耐用

年数、それがですね、経過しているということで、資産更新の目安となる数字でございますが、

美瑛町においては、令和４年度、直近が６８．３％と、令和元年６２．９％、令和２年６４．９

％、令和３年６６．６％と、ここ５年間で、令和元年と比べ５％の増加という風になっており

ます。私自身はプライマリーバランス、基礎的財政収支が１１億４０００万ということでです

ね、足腰の強い、また、同一規模の自治体においても、美瑛町は稼ぐ力、また、税収で賄える

かどうかというその判断は、政策提起を税収で賄えるかどうかという判断は、しっかりとでき

ている自治体だなと思っておりますが、昨今のそういうような物価高騰等も踏まえて、また、

資産老朽化についてですね、これからの町の将来を考えるとなかなか厳しい見方をせざるを得

ないという風に思っております。公共施設等総合管理計画及び個別施設計画策定した各施設の

更新方針に基づいて、計画的な資産更新を行うということは、町長もこれまでも行っておりま

して、取り組まれてきているかと思います。しかしながら、その対応が遅れ始めているんじゃ

ないかという危惧もございます。また一方で、財政運営計画にはなかったどんぐり保育園の改

修工事、こちらも必要な事業かと思いますが、予定されていない事業が予算化されているとい

うこともございます。令和７年度予算で、これら公共施設等総合管理計画、個別施設計画、財

政運営計画との整合性を図りながら、これら事業用資産、インフラ資産の管理、こちらをどの

ように進めていただく頂くのか、姿勢で臨むのか、町長の考えを伺います。以上２点よろしく

お願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（野村祐司議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 一般会計予算に対します、総括質疑にお答えをさせていただきます。入

るを量りてというところの部分でございます。先ほどご指摘頂きました一般会計も過去２番、

分かる範囲で２番目の大きさとなっております。その中でご指摘頂きました、今年度の一般会

計予算、７年度の一般会計予算案、当該年度、前年度、６年度と比べまして約６億円、増えて

いるわけでございますけれども、内訳といたしましてはそのうちの３億円が、ご指摘頂きまし

た、ふるさと納税の分をあらかじめも入れている、そこはもう何が何でも確保していくという

意思を持った中で編成をさせていただきました。その分、前年度に比べて増えているという面

もございます。ふるさと納税でございますけれども、今年度もふるさと納税関係の職員、非常

に頑張っていただきまして、後半になって伸びを見せてくれました。この伸びがあったため、

正直に申しまして今年度の予算編成に当たりましても、ふるさと納税の伸びによって助かった
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のはこれだけ入っていただいた、入れていただいたことによって、次年度の予算を組めるよと

いうところが正直な思いのところもございます。それだけこれまでが考えられている財源、町

税、地方交付税を含めた様々財源、交付金などでは、これまで行ってきた事業も行き詰まって

しまう。経常収支比率が高止まりというご指摘ありましたけれども、同じこともできなくなる

ことが、それが危険性があるということをひしひしと感じております。その分、それ以外の外

からお金を資金を持ってくる、または民間活力を活用させていただく中で、官民協働での取組

というものが今後ますます重要になってくるということを実感した予算編成でもございまし

た。で、ございますので、ふるさと納税につきましては昨年、ごめんなさい。昨日もご質疑ご

ざいましたけれども、より多くの納税を頂くために、ノウハウを持った民間事業者の方のお力

を頂き、今年度以上の勢いを見せていただきたいというところを活用させていただきたいと思

っております。あわせて、企業版につきましても、先頭に立った営業活動をさらに進めている

ところでございます。そのほか、予算案の中には出てまいりませんけれども、これまで以上に

民間事業者との連携を深めようとしているところでございまして、包括連携協定を締結してい

こうという風に、締結していただけるという企業も出てきておりますので、そういうような企

業との連携を進める中で、企業からお金を頂くということのみならず、企業が美瑛町内事業展

開をしていただくような形がとれれば、回り回って美瑛町の地域経済、また財政のほうにも良

い影響が出ると考えておりますので、より一層の企業連携を深めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

２点目の各種計画との整合性でございますけれども、もちろん全般、ベースなところでその

ための長期計画でございますので、総合計画、個別計画にを見ながら、予算編成をしていると

ころでございますけれども、どんぐりにつきましては、現状を見たときに、看過できないいう

ほどの修繕が必要だというところもございまして、計画上は入っていないものでございました

が、保育の質の向上という面から入れさせていただきました。そのほかご指摘のとおりでござ

いまして、各長期計画との整合性を合わせていくという姿勢は、これからも持ち続けてまいり

たいと思います。また、水道、先ほどの提案理由の説明の中でもございましたけれども、例え

ば上下水道など、これから大きな支出が予想されている中で、計画的に進めていこうというこ

とも、お話、内部で話を進めているところでございますし、料金の設定につきましても、先ほ

どもご説明させていただきましたけれども、いずれの段階で町民の皆様にお願いする段も出て

くる。でもそこからは逃げずに、ここのために、この水道であれば水道事業を維持していくた

めには、これだけのご負担をお願いしますと、いうところをはっきりとご理解頂けるような内

容でご説明を申し上げることによりまして、安定的な財政運営に取り組んでまいりたいと思い

ます。このほか財政健全化計画も、美瑛町を中期の計画でございますので、それらとの整合性
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を常に図りながら、予算編成に当たってまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

○議長（野村祐司議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田議員。 

○６番（青田知史議員） 答弁頂きました。歳出、２つだけお願いいたします。まず町長のほう

から、今、度々、町長の表現で言いますと、官民協働。私は公民共創、またあるいは公民連携

という思いで考えておりますけれども、やはり中心市街地活性化整備事業。こちら、今、来年

度、７年度以降進んでいくかと思います。町長にとって非常に大きな事業化という風にですね、

町にとっても本当に大きな事業だと思います。ただ、なかなかその財源確保が難しいというこ

ともございますので、やはりですね、しっかりと公民共創、しっかりと民間の企業の方々のサ

ウンディングに始まり、その後、しっかりとですね、当初呼び込んで頂いて、施設整備につな

げていくような、そういうことも必要かと思いますので、今後の見通しをお考えを伺いたいと

思います。 

ちょっとマニアックな話なんですが、２つ目としましてですね、先ほど総務課長のほうの一

般会計の説明の中で、臨時財政対策債、平成１３年度以降初の０ということで、もともと臨時

だったんで、ここまで続くのは私おかしいと思っております。それで町長と令和３年９月、第

４回定例会で、臨時財政対策債については、議論した記憶が町長もおありかと思いますけれど

も、この臨時財政対策債、本来であれば、私は地方交付税の中に含まれてですね、しっかりと

交付されるものべき、それを臨時財政対策債ってのは変えて、後々補填をするから、取りあえ

ず借りてくれと。そういうものだったという風に理解しております。その意味で、やはりこれ

からですね、近隣の与党の東先生が財務大臣政務官になったり、やはり町長においても、町村

会を通じて、また、このような厳しい状況の折、しっかりとですね、国とのコネクトを持って

いただきながら、町のために尽力していただきたいと思っておりますが、国とのコネクト等に

ついて、また、完了、またそういう大きなですね、陳情等もあるかと思いますけども、何年度

どのように考えていられるのか、伺いたいと思います。以上２点よろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（野村祐司議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） まず１点目の公民共創の取組についてでございますけれども、ご指摘頂

き、またこれまで説明をさせていただきましても、中心市街地の活性化につきましては、大変

大きな、位置づけで臨んでいるところでございます。その中で、これまで国の様々な制度、補

助金などを狙って行っているところでございますけれども、該当しづらい面のほうが大きいと

いうことも、これまでご説明をさせていただいております。でありますので、まさにご指摘頂
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きましたように、執行方針の中でも一部述べさせていただきましたけれども、中心市街地、特

に駅の西側部分、大きな面積がございます。ここの部分につきまして、当初は国の制度を利用

していこうと思っておりましたけれども、ここの大きなエリアの中で町が、議会、町民の皆様

がここをこうあるべきである、こういう風に使いたいということを提案をさせていただき、そ

れに応えていただける民間事業者の方のお力を頂きたいと考えております。その形がサウンデ

ィングになるのか、ほかの民間との自治体との競争できる仕組みもございますので、どの形に

なるのかは、これから早急に詰めさせていただいて思いますけれども、民間の皆様からのサウ

ンディング、プロポーザル公募等々、様々な形の中で、民間まさに民間事業者のお力を頂きな

がら、ともに、この中心市街地の活性化を図ってまいりたい。その具体的な姿を描いていくの

が、この７年度中にははっきりした姿を出していきたいという意気込みで臨んでいるところで

ございます。 

２点目の臨時財政対策債の議論につきましては、私もはっきり覚えてございますし、財政の

教科書的には臨時財政対策債は自治体にとって使い勝手いいかもしれないけど、本来、これは

いいのか、無いほうがいいのではないかというところ、私も思ってきたところでございます。

今回このようなはっきりした方針が出たわけでございます。ご指摘のように、国との折衝とい

うものがより一層大事になってくると思っております。ちょっと話は違いますけども、例えば、

今回ご提案をしております宿泊税ですとか、駐車場利用税につきましても、交付税の中には含

まれていない、来訪者に係るサービスの費用を頂こうというところが出発点でございます。そ

ういう意味では、交付税の在り方これでいいのかと。人口が少ない、市町村にとって、２００

倍もの来訪者が来る、ここにかかる行政コストも、地方交付税の中に見ていただけないのかと

いうようなことは、これは、今回、税の提案させていただいております。この機会に国に対し

て強く言っていこうと思っております。そういう意味で、国との交渉というのが、今後大事に

なってまいりますけれども、そのときに、いち私が北海道の町長が言っただけではなかなかド

アが開いていかないと思っております。地元道議会議員の先生もいらっしゃいます。もちろん

国会議員の先生もいらっしゃいますので、皆様のお力を頂きながら、そのような交渉を一つ一

つ進めてまいりたいと思います。また当然、上川管内全体の期成会というものもございますし、

項目ごとの期成会、各種要望を行っている団体もございますので、あらゆる手段を通じて、美

瑛町、地域の課題について国に訴えて、それに対する財源措置を行っていただけるよう、働き

かけを強めてまいりたいと考えております。 

○議長（野村祐司議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２６号についての総括質疑を終わります。 
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次に、議案第２７号について総括質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで議案第２７号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２８号について総括質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２８号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２９号について総括質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで、議案第２９号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第３０号について総括質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第３０号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第３１号について総括質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、認めます。これで、議案第３１号についての総括質疑を終わります。 

  次に、議案第３２号について総括質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田議員。 

（６番 青田 知史議員 登壇） 

○６番（青田知史議員） 議案第３２号、町立病院会計についての総括質疑を行います。町長に

おかれましては、病院管理者として、町民の生命をしっかり守るというところでですね、私も

今年は元旦早々ですね、町立病院を利用させていただいて、それで、私の知人もですね、肺炎

から本当に回復してですね、町立病院の皆さん、また職員の皆さんのですね、院長先生はじめ

職員の皆さんに本当に感謝たえないそのような思いでいるところでございます。それで令和７

年度予算におきまして、業務量の数値、こちらのほうの設定がございました。まずもって病院

管理者で町長として、令和７年度業務量は、達成可能なものとお考えになってるのか、まず伺

いたいと思います。 

また、昨年、ごめんなさい昨日の補正で一般会計からの繰入金、当初、４億７，０００万が、

補正により５億５，０００万という風になりました。繰入金のシーリングについて、今回の業

務予定量と併せて考えたときに、シーリングをしっかりとですね、組んで、事業として適正化、

また、ほかの医療機関との近郊の医療機関との連携も想定しながらですね、しっかりと今後の

町立病院の未来像を考えていく、その辺りが必要かと思いますが、お考えを伺います。以上２
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点よろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（野村祐司議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 町立病院会計予算につきましての青田議員さんから総括質問にお答えを

させていただきます。まず、７年度の業務量でございます。達成可能かというご質問でござい

ますけれども、達成を目指して頑張っていく、そういう意欲のあらわれでありますと述べさせ

ていただきたいと思います。ただ一方で昨日、この２月からの定例会は、今年度の病院の全体

の内容が昨日補正の中で組まれて、新年度についての予算がその翌日に出てくると。その中で、

数字がはっきりと比べられるというタイミングであるのは、承知をしているところでございま

す。そして、昨日の数字上減、減額といいますか、少ない減少させる感じの、補正をさせてい

ただきながら、その数値を上回るものが、新年度の中で計上していくということから、これ毎

年、ご存じのとおり続いているところでございまして、実現可能なのかというところが１番は

っきり目に見えて分かる部分であると思っております。実現を目指して頑張っていくという思

いで組ませていただいたのが、７年度予算でございます。 

で、２点目のご質問に関係してお答えをさせていただきますけれども、しかしそのために、

ではどういうことを実現していかなければならないのかと言ったときに、今の病院の規模、体

制を維持した中で、そしてご指摘の繰入金、もう５億円を超える本年度でございますけれども、

の中でこのままが続くのかという風に考えたときに、私はこのままの病院の在り方というもの

は、近い将来、このままのことを行っていれば、いずれ続かなくなるであろうという風に思っ

ております。そのため令和７年度、先ほどの執行方針の中でも申しましたけれども、抜本的な

経営改善策の方向性を７年度中に示して、そのために、８年度以降も進んでいこうという考え

ております。繰入金のシーリングにつきまして、４億がいいのか、３億がいいのかというとこ

ろの具体的な数字は今持ってございません。しかし、明らかに毎年毎年５億円が一般会計から

病院会計の繰入れをさしていくということは、健全な状態ではないと判断をしているところで

ございます。繰り返しですけど、そのため、７年度におきましては、病院会計に詳しい組み入

れる専門家の方のアドバイスも頂きたいと思っております。そのような病院会計詳しく見れる

方のご協力のもと、病院会計の改革に取り組んでまいりたい。その位置づけといたしましては、

町全体の先ほど申しました行財政推進本部がございます。その本部の中の部会といいますか、

委員会といいますか、その中で病院に特化した検討するセクションを作りまして、その中で進

めてまいりたいと思います。この作業は、病院の今の例えば経費削減ですとか、という今でき

ることというところを手をつけていくのはもちろんですけれども、のみならず、診療科目です

とか、診療体制ですとか、あるいは福祉との連携をどのように図っていくのか、今後の医療体
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制地域包括ケアの在り方をどうするのかというところに関わってくる大きな話になっていると

思っておりますので、この方向性につきまして、７年度姿を描いてまいりたいと考えておりま

す。そこからまた当然、各ポイントの中で議会議員の皆様にご説明し、ご指摘、ご指導を賜り

ながら、進めていく中で、新しい次の美瑛町立病院の在り方というものが見えてくると思って

おります。そこの検討の中で、今は当然のことながら、旭川医大が、との協力関係が基軸でご

ざいますけれども、ほか、民間、地域医療に力を入れている、民間の医療法人さんもいらっし

ゃいますので、様々な方々との協力関係を築けるのあれば、美瑛町にふさわしい形を探ってま

いりたいと考えております。 

○議長（野村祐司議員） 再質問を認めます。 

（「はい」の声） 

６番、青田議員。 

○６番（青田知史議員） 答弁頂きました。続きは一般質問でも予定してますので、また時間頂

きたいと思うんですけれども。２つほど再質問させていただきます。町長の今、このままでは

というと、続かなくなるという、これやはり町民の方にもですね、しっかりと知っていただき

たい。場合によっては痛みが伴うといいますかね、不便が生じる場合もございます。その辺り

については、早め早めにですね、しっかりと情報をお伝えしていくというようなことが求めら

れてるんじゃないかなと思ったから伺わせていただきました。すごく言葉が悪いんですけれど

も、例えばすごい悪いんですけど、私の能力って言ったらこういう例えしかできないんですが、

今の町立病院のですね、状況を例えさせていただくんでしたら、大怪我をしてですね、出血し

ている患者さんがいる中で、傷口を塞ぐんではなく、輸血だけを続けているというそんなよう

なですね、印象も持たざるを得ないのかなという風に私は受け止めております。ですから、町

長が今おっしゃいましたように、７年度におきましてはですね、そういう専門家の知見も生か

しながら、町民のために、また、地域の医療ということでですね、しっかりと未来像、将来的

な展望が示されるような、そういうような年にしていただきたいという風に考えております。

例え悪くて申し訳ないですけどね。本当にそんな状態じゃないのかなって、今の一般会計から

の繰入れ、交付税措置があるにしても、やはりそれがずっと続いていくわけではないと私も思

っておりますので、その辺りについては町民の方にもしっかりしていただきたいという風な思

いがありますので、そのお考えについて伺いたいと思います。 

また、もう一つですけれども、行財政改革の推進本部が今機能し始めているということ、私

もしっかりと理解しております。こちらのほうもですね、やはりいろんな情報を適宜タイムリ

ーにですね、出していただくことで、どのようなことが検討されているのかですとか、どのよ

うな方向性にあるのかというのはですね、やはり町民に対してもそうですし、議会に対しても、
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その都度ですね、どのようなことが行われてきたのか。その点についてホームページ等含めて

ですね、しっかりと公開をしていただくことによって、町民も理解しながら、共に町長が理想

としている。ともに、つくっていくまちづくりにですね、向かっていくことができるんじゃな

いかなと考えておりますので、以上２点、再質させていただきますよろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（野村祐司議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 再質問２点につきましてお答えをさせていただきます。傷口を塞ぐので

はなくて、輸血を続けているというご指摘、私もそのとおりだと思います。その議決というの

が、一つは繰入金であるという風に認識をしているところでございます。後ほどの２点目のご

質問にも関わりますけれども、美瑛町全体の行財政を考える中で、毎年、一般会計から病院の

公営事業会計に５億円を繰り出していくということが、美瑛町一般会計も当然影響が出てくる

話でございますので、町全体の中で病院だけを取り上げるんじゃなくて、町全体の財政状況の

中で考えを進めていかなければならないと思っているところでございます。今年度、病院委員

についての町民に広くのアンケート調査も行わせていただきました。その中で様々なご意見あ

ります。期待もございます。お叱りの言葉もございますけれども、いずれにしましても、町民

の皆さんは大変大きな関心を寄せていただいている。やはり町立病院に対する思いというのは、

様々あるんだなということを改めて実感しております。そのアンケート結果を踏まえながら、

先ほど申しました、病院会計を見れる専門家の方の知見もお借りしながら、新しい町立病院の

形を描いてまいりたいと思います。町立病院の病院長とも、常に定期的にお話をさせていただ

いておりまして、病院長もぜひとも、また、良い方向で変えていこうよというご姿勢お言葉を

頂いておりますし、まず町のほうで将来像を描いてみてくれないかというようなお話も頂いて

おります。しっかりとした絵を描いてまいりたいと思います。その中で町民代表であります、

議会の皆様から本当に様々なご指摘、ご指導を賜りたいとお願いを改めて申し上げる次第でご

ざいます。 

２点目の行財政改革推進本部の内容につきましての公表でございます。ご指摘のとおりだと

思っております。町民のご理解がないと進まないように書いた餅になってしまうんで、特にあ

る意味で、そうはしたくないですけど、ある意味で町民の皆様に我慢をしていただくとか痛み

が伴うというようなところもこれはもう出てくる、出てこざるを得ないのが、行財政改革でご

ざいますので、常にご理解を賜るために、正確な情報を提供していくということは、最も大事

なことだと思いますので、議会の皆様そして町民の皆様にその都度都度推進本部の動きにつき

ましてもお知らせをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村祐司議員） ほかに質疑ありませんか。 



 

－ 34 － 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第３２号についての総括質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま一括議題となっております、議案第２６号から議案第３２号までの

７議案の審議については、議長を除く１２名の委員で構成する令和７年度美瑛町議会予算審査

特別委員会を設置して、付託審査にすることとしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、ただいま一括議題となっております７議案の審議につい

ては、議長を除く１２名の委員で構成する令和７年度美瑛町議会予算審査特別委員会を設置し、

付託審査にすることに決定をいたしました。 

ここで、休憩といたします。午後１時まで休憩といたします。よろしくお願いします。 

休憩宣言（午前１１時５０分） 

再開宣言（午後 １時００分） 

○議長（野村祐司議員） 休憩前に続き、会議を再開いたします。 

休憩中に予算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いします。 

しばらくの間、休憩をいたします。 

休憩宣言（午後１時００分） 

（予算審査特別委員会開催） 

休憩宣言（午後１時１７分） 

○議長（野村祐司議員） 休憩前に続き、会議を再開いたします。 

休憩中に、令和７年度美瑛町議会予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ

ましたので、その結果についてご報告をいたします。 

令和７年度美瑛町議会予算審査特別委員会の委員長に、１２番山本賢一議員、副委員長に５

番保田仁議員、以上のとおりであります。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

お諮りします。２月２８日から３月９日までの１０日間は、議事整理等のため、本会議を休

会したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、２月２８日から３月９日までの１０日間は、本会議を休

会することに決定いたしました。なお、令和７年度町政執行方針などに対する一般質問の通告

書の提出期限は、本日の午後５時までといたしますので、質問者は事務局へ提出をしてくださ

い。 
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散会宣告 

 

○議長（野村祐司議員） 本日はこれで散会いたします。 

 

散会挨拶 

 

○議長（野村祐司議員） 散会に当たり、ご挨拶を申し上げます。この２日間で、条例改正、さ

らには一般会計補正予算など、承認されました。 

休会明けの３月１０日、一般質問でございますが、これも多彩な論議を期待するとこであり

まして、これらの期待いたしまして散会の挨拶といたします。大変ご苦労さまでございました。 

午後 １時１８分 散会 
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上記のとおり相違ないことを証するため、ここに署名します。 

 

    令和７年６月１６日 

 

美瑛町議会 議 長  野 村 祐 司 

 

        議 員  青 田 知 史 

 

        議 員  高 田 紀 子 

 

 


